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命 令 書 

 

 

再審査申立人     Ｘ組合 

 

再審査被申立人     Ｙ１会社承継人 Ｙ２会社 

 

 上記当事者間の中労委平成２２年（不再）第２５号事件（初審神奈川県労委

平成１８年（不）第３８号事件）について、当委員会は、令和４年６月１日第

３２４回第三部会において、部会長公益委員畠山稔、公益委員両角道代、同鹿

野菜穂子、同松下淳一、同鹿士眞由美出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主         文 

 

 本件再審査申立てを棄却する。 

 

理         由 

 

第１ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

 本件は、再審査被申立人Ｙ２会社の前身のＹ１会社（後記第３の１⑵の

とおり、Ｙ１会社は数次の組織変更により現在に至っており、Ｙ１会社以

降の各社を、その名称を問わず「会社」ともいう。）が、再審査申立人Ｘ

組合の前身のＡ１組合（以下、組織統合後のＸ組合も含め「組合」とい

う。）の組合員であるＡ２に対し、Ａ２の配偶者が死亡したことを理由に、
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平成１８年１月（以下「平成」の元号を省略する。）から住宅手当の支給

区分（以下「支給区分」という。）を「既婚者」（月額５万６７００円）

から「単身独立生計者」（月額３万７２００円）に変更したこと（以下

「本件支給区分の変更」という。）が労働組合法（以下「労組法」とい

う。）第７条第１号に該当する不当労働行為であるとして、同年１２月２

７日、組合が神奈川県労働委員会（以下「神奈川県労委」という。）に救

済を申し立てた事案である。 

２ 初審における請求した救済内容の要旨 

⑴ Ａ２の支給区分を配偶者の死亡を理由に変更してはならないこと 

⑵ 謝罪文の掲示及び社内報への掲載 

３ 初審命令及び再審査申立ての要旨 

 神奈川県労委は、２２年３月３０日付けで、前記１の会社の対応は不当

労働行為には該当しないとして、組合の救済申立てを棄却することを決定

し、同日、当事者双方に対し、命令書を交付した（以下「初審命令」とい

う。）。 

 組合は、同年４月１３日、これを不服として、初審命令の取消し及び前

記２の救済を求めて、当委員会に対し、再審査を申し立てた。 

４ 本件の争点 

 本件支給区分の変更は、Ａ２が組合の組合員であることを理由とする労

組法第７条第１号の不利益取扱いに当たるか。 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

１ 組合の主張 

⑴ 支給区分をどのようにするか、支給区分がどのようなケースに適用さ

れるかは、重要な労働条件である。会社において、Ａ２のような、かつ

て扶養した子女と同居する場合で、その子女が結婚しているケースはこ
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れまでに前例がないのであるから、配偶者が死亡した後のＡ２の住宅手

当の取扱いについては組合と協議して合意を得るのが当然である。しか

し、会社はこの取扱いについて組合と合意をしていないから、住宅手当

の運用ルール（以下「運用ルール」という。）は存在しない。 

しかるに、会社は、ありもしない運用ルールなるものをでっち上げ

て、Ａ２の支給区分を「既婚者」（月額５万６７００円）から「単身独

立生計者」（月額３万７２００円）に変更し、住宅手当を減額するとい

う不利益扱いの実施を強行した。 

⑵ １７年９月２日開催の組合の上部団体であるＡ３組合と会社との団体

交渉（以下「本部団交」という。）において、Ａ３組合と会社との間で

Ａ２の支給区分を「既婚者」とすることが確認された。このように、運

用ルールにおける「生計を共にする」ことは、もともとは要件としてい

なかった。しかるに、会社は、後にＡ２の長女の住民票を見てから、こ

れが要件であると言い出し、同年１０月２０日開催の本部団交において、

この確認を反故にして、突然、運用ルールを追加すると言い出して、Ａ

２の支給区分を「既婚者」から「単身独立生計者」に変更した。 

⑶ 仮に運用ルールがあるとしても、Ａ２は長女夫婦と２人の孫の５人家

族で一つ屋根の下で暮らしており、Ａ２が長女夫婦と住民票を異にして

いても同居し生計を共にしているから、その要件を充足している（再審

査における主張）。 

⑷ 会社は、Ａ２が同人の母親を扶養家族としたところ、Ａ２と母親は別

世帯であり、かつ同居もしていないにもかかわらず、Ａ２の支給区分を

「扶養家族を有する者」に変更した。このことからしても、支給区分の

決定において、同一世帯であることや「生計を共にする」ことは絶対要

件ではなく、会社が恣意的に運用していたのが実態である。 

⑸ 会社の住宅手当の担当者で、会社も届出方法に詳しいと認めている賃
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金・福祉課のＢ１は、Ａ２が同人の長女が結婚している事実を伝えた際

に、書類が必要なのは間違いない旨発言した。これは、支給区分が「既

婚者」となる条件に該当するか否かを考慮し、該当するから手続に必要

な書類をＡ２に求めたものであり、該当しなければ書類の提出を求める

ことはないはずである。このことからみても、いかに会社が、Ａ２を不

利益扱いするために虚言を弄し、それを取り繕うための居直りに終始し

ているかは明らかである。 

⑹ 仮にＡ２が組合の組合員でなく、別組合の組合員であったとすれば、

会社は別組合と協議を尽くし、「扶養家族を有する者」（月額６万７７

００円）として取り扱ったものと考えられる。 

 すなわち、会社は、Ｙ１会社の合併に当たって合併前の各社の労働条

件の統一の提案を行った際、本部団交においてはＡ３組合に会社提案を

押しつけたが、別組合との交渉においては別組合の主張・要求を取り入

れて会社提案と異なる内容で合意している。 

 このような会社の対応の違いは、Ａ３組合を嫌悪しているからに他な

らず、本件もその一環として行われた差別的取扱いである。 

２ 会社の主張 

⑴ 本件支給区分の変更は、Ａ２の配偶者の死亡に伴って、支給区分上、

Ａ２が「既婚者」でなく「単身独立生計者」になり、かつ、同人が運用

ルールに定める「既婚者」として扱われる例外的な場合にも該当しなか

ったからに他ならない。 

 すなわち、支給区分上の「扶養家族を有する者」について適用する特

例措置を定めた運用ルール（会社が、支給区分の運用として、独身の非

管理職従業員で扶養者を有する者について、その被扶養者が就職や年金

受給開始などの理由により扶養から外れた場合、当該従業員が元被扶養

者と同居する場合に限って、住宅手当は「単身独立生計者」ではなく
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「扶養家族を有しない既婚者」扱いとするもの）は、Ａ２のケース

（「扶養家族を有しない者」のうち「既婚者」に該当していた従業員に

ついて、配偶者が死亡した場合）を想定したものではなかった。 

 しかし、会社は、検討の結果、Ａ２に配慮して、同人にも運用ルール

を適用してよいと判断し、１７年６月９日、同人に対し、「過去に扶養

していた者が同居し生計を共にする場合に限り『既婚者』と同等の手当

を支給します」と伝え、必要書類を提出するよう依頼した。 

 Ａ３組合も、同年９月２日開催の本部団交において、「過去に扶養し

ていた者と同居し生計を共にする場合は、『単身独立生計者』ではなく、

『既婚者』の取扱いとすることを暫定的に確認する」と記載された確認

書を提出しており、支給区分を「既婚者」に該当するための要件が「生

計を共にする」ことであることに納得していたのである。 

 ところが、Ａ２が同月６日に会社に提出した長女の住民票によれば、

長女はＡ２と住所は同じであるものの、結婚して夫を世帯主とする世帯

に入っており、Ａ２とは別世帯であることが判明した。Ａ２と長女は世

帯を異にしている以上、その生計も異なると判断されたことから、Ａ２

は「過去に扶養していた者が同居し生計を共にする場合」との要件を満

たしておらず、会社は、原則に立ち返り、同人の支給区分は「既婚者」

から「単身独立生計者」になったと判断したのである。 

⑵ １７年９月２日開催の本部団交において、Ａ３組合と会社は、Ａ２が

住民票とともに過去に長女を扶養していたことを証明する書面を会社に

提出することを確認したのであり、Ａ２の支給区分を「既婚者」とする

ことを確認したのではない。 

 その後Ａ２から提出された長女の住民票により、Ａ２と長女が住所を

同じくするも生計を共にしていなかったことが判明した。そこで、会社

は、今後同様のケースが発生したときに備え、同居していても生計を共
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にしていない場合の取扱いがはっきり分かるようにすべきであると考え、

運用ルールが適用された結果、Ａ２が「単身独立生計者」として取り扱

われる理由をＡ３組合に分かりやすく説明するため、同年１０月２０日

開催の本部団交において「住宅手当の運用ルールについて」と題する書

面を提示し、その中で、「運用ルールの追加」として「生計を共にす

る」という要件を改めて明確化したのであり、Ａ２の長女の住民票を見

てから「生計を共にする」という要件を加えたものではない。 

 なお、運用ルールは、支給区分を、その字義どおり厳格に適用するこ

とを原則としつつ、一定の場合に、専ら従業員に有利な方向でのみ、例

外的な取扱いを認めるものである。 

⑶ 会社は、「生計を共にする」との要件について、「世帯」とは住居及

び生計を共にする者の集まりを意味すること等に鑑み、従業員がかつて

扶養していた者と別世帯であれば、運用ルールとの関係では、かつて扶

養していた者と生計を共にしているとはいえないと判断しており、この

判断は、従業員の所属労働組合に関係なく等しく適用される。したがっ

て、Ａ２の生活実態は不当労働行為の成否とは関係がない。 

⑷ 賃金・福祉課のＢ１は、Ａ２から長女が結婚している事実を聞いた後

に、それだと条件が違ってくるかもしれないので確認する旨回答し、そ

の後、確認した結果間違いないとして改めて住民票等の書類の提出をＡ

２に求めている。これは、その時点において、Ａ２と長女が生計を共に

しているかどうか分からなかったので、住民票のほか過去に扶養家族で

あったことを証明する書類による確認が必要なのは間違いないと判断し

たからである。 

⑸ 以上のとおり、Ａ２の配偶者の死亡に伴う支給区分の「既婚者」から

「単身独立生計者」への変更は、従業員であれば誰にでも適用される人

事関係規定集の住宅手当に関する規定及び運用ルールにのっとったもの
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である。Ａ２が組合の組合員であることや同人の組合活動を理由とする

ものではなく、組合及びＡ３組合を嫌悪した差別的取扱いではない。 

 

第３ 当委員会の認定した事実 

１ 当事者等 

⑴ 組合等 

 組合は、１４年１０月１２日にＡ４組合とＡ５組合が組織統合し、Ａ

１組合として結成された後、２３年１０月２日にＡ６組合と組織統合し、

現在の名称に変更された労働組合である。組合は、肩書地に事務所を置

き、本件初審申立て時（１８年１２月２７日）には会社の従業員により

組織されていたが、その後、組合員の退職により会社に従業員籍を有す

る組合員はいなくなり、現在は、会社を退職した元従業員により組織さ

れており、本件再審査結審時（令和４年１月１７日）現在の組合員は５

名である。 

 組合は、Ａ３組合の下部組織である。Ａ３組合は、昭和５７年９月２

５日にＣ１組合から分離独立して結成された労働組合である。 

⑵ 会社 

 会社は、肩書地に本社を置き、全国に支店、製油所等を有して、石油

製品の製造・販売等を行っており、令和２年４月１日現在の従業員は約

９０００名である。 

 Ｂ２会社（同社の前身のＢ３会社及びＢ４会社を含み、以下「Ｂ２会

社」という。）は、１４年６月、同社を存続会社としてＢ５会社（同社

の前身のＢ６会社を含み、以下「Ｂ５会社」という。）外２社を吸収合

併し、Ｙ１会社となった後、２４年５月、グループ会社の再編によりＢ

７会社に組織変更し、Ｂ７会社は、２９年１月１日付けでＢ８会社に吸

収合併され、Ｂ８会社は、同年４月１日付けでＢ９会社に吸収合併され
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てＢ１０会社となり、さらに、Ｂ１０会社は、令和２年６月２５日、Ｙ

２会社に商号を変更し、同社が再審査被申立人としての地位を承継した。 

⑶ 別組合 

 会社には、組合のほか、Ｃ２組合（１９年６月頃の組合員は１３５４

名）及びＣ１組合（１９年６月頃の組合員は２５名）がある。 

２ Ａ３組合と会社との従前の労使関係 

⑴ Ａ３組合は、昭和５７年９月２５日の組合結成直後、Ｂ２会社及びＢ

５会社に対し、労働組合結成を通知し、団体交渉を要求するとともに、

Ｃ１組合の組合費のチェック・オフを停止するよう要求した。これに対

し、Ｂ２会社及びＢ５会社は、昭和５８年３月までＣ１組合の組合員と

してのチェック・オフを継続するとともに、同年６月まで団体交渉に応

じなかった。 

⑵ 昭和５９年４月２０日の争議行為時において、Ａ３組合の組合員が、

建造物侵入の容疑で逮捕され、そのうちの５名が起訴される事件が発生

した。Ｂ２会社は、上記５名のＡ３組合の組合員を懲戒解雇した。 

 Ａ３組合は、上記懲戒解雇等が不当労働行為であるとして、Ｂ２会社及

び当時のＢ２会社の管理職であった個人６名を被申立人として大阪府地

方労働委員会（現在は、大阪府労働委員会。以下、両時期を通じて「大

阪府労委」という。）に救済を申し立てた（大阪府労委昭和５９年

（不）第５１号及び同第８０号事件）。大阪府労委は、１６年１１月５

日付けで、上記個人６名に対する救済申立てを却下し、Ｂ２会社に対す

る救済申立てを棄却した。Ａ３組合はこれを不服として当委員会に再審

査（中労委１６年（不再）第６５号事件）を申し立て、本件再審査結審

時現在、当委員会に係属中である。 

 なお、上記５名の刑事事件については、５年１１月２５日の最高裁判

所（以下「最高裁」という。）の判決により、同人らの有罪が確定した。
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また、上記５名は、懲戒解雇の無効を求めて労働契約確認請求訴訟を提

起したが、懲戒解雇は有効であるとして同人らの請求棄却の判決が出さ

れ、最高裁の決定により判決が確定した。 

⑶ Ａ３組合は、Ｂ５会社が、Ａ２に対し、昭和５８年４月１日付けで配

置転換を通告したこと、配置転換命令に抗議する目的で指名スト等を行

ったことに対し出勤停止１５日の懲戒処分を行ったこと、指名スト期間

中を欠勤扱いとして有給休暇の取得を認めなかったことが不当労働行為

であるとして、Ｂ５会社を被申立人として大阪府労委に救済を申し立て

た（大阪府労委昭和６０年（不）第６１号事件）。大阪府労委は、５年

８月１８日付けで、配置転換命令に係る申立てを却下し、その余の申立

てを棄却した。Ａ３組合はこれを不服として当委員会に再審査（中労委

５年（不再）第３５号事件）を申し立てたが、当委員会は、１８年１０

月４日付けで再審査申立てを棄却した。Ａ３組合はこれを不服として行

政訴訟を提起したが、東京地方裁判所はＡ３組合の請求を棄却した。Ａ

３組合は控訴したが、東京高等裁判所は控訴を棄却し、２１年４月９日

に判決は確定した。 

⑷ Ａ３組合は、昭和５７年の組合結成以降、上記⑵及び⑶の事件以外に

も、全国各地で、Ｂ２会社、Ｂ５会社、Ｙ１会社又はＢ７会社を被申立

人として、多数の不当労働行為救済申立てを行った。これらのうち、Ａ

３組合又はその下部組織が当事者となっている再審査申立事件は、本件

再審査結審時現在、本件及び上記⑵の事件も含め１５件が当委員会に係

属中である。 

３ 会社における住宅手当制度 

⑴ 支給区分等 

会社には、従業員に対して住宅手当制度があり、１７年４月１日現

在における会社の人事関係規定集には、支給区分は、「扶養家族を有す
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る者」と「扶養家族を有しない者」に大きく区分され、「扶養家族を有

しない者」はさらに「既婚者」、「単身独立生計者」及び「単身親元」

に区分されており、その１月当たりの支給額は、次のとおり定められて

いた。 

 扶養家族を有する者 月額６万７７００円 

 扶養家族を有しない者 

  既婚者      月額５万６７００円 

  単身独立生計者  月額３万７２００円 

  単身親元     月額１万円 

 なお、扶養家族とは所得税法上の扶養親族をいい、「単身親元」に該

当する場合であっても、当該従業員が世帯の主たる生計責任者である場

合は、「単身独立生計者」の支給区分を適用していた。また、会社の住

宅施設を利用する者には住宅手当は支給しないこととしていた。 

⑵ 運用ルール 

ア 会社には、住宅手当の支給を決定する際に適用する特例措置を定

めた運用ルールが存在する。その内容は、非管理職で「扶養家族を

有する者」の住宅手当を受けている独身の従業員について、その被

扶養者が就職や年金受給などの理由により扶養から外れた場合、当

該従業員が元被扶養者と同居する場合に限って、「扶養家族を有し

ない者」のうちの「単身独立生計者」ではなく「既婚者」の住宅手

当を支給するというものである。 

運用ルールは、「扶養家族を有する者」に該当していた独身の従

業員が、引き続き元被扶養者と同居し生計を共にしているのであれ

ば、当該従業員の生活実態に大きな変化はないため、配偶者がいな

くても特例として「既婚者」として扱うことにより、住宅手当の減

額幅ができるだけ小さくなるよう配慮する趣旨に出たものである。 
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 なお、運用ルールは、独身の従業員で「扶養家族を有する者」を

対象としており、扶養家族を有しない「既婚者」に該当していた者

が配偶者を亡くした場合で、元被扶養者と同居している場合の取扱

いについては定めていなかった。 

 また、運用ルールは、人事部の内規であり、会社の人事関係規定

集に明文化されておらず、労働組合や従業員には公表されていなか

った。 

イ １７年２月４日に本部団交が開催され、会社は、同年１月１４日

付けのＡ３組合からの開示要求を受けて、同年２月４日付けの「会

社ポリシー項目における運用ルールについて」と題する書面を提示

した。同書面には、住宅手当には、「非管理職従業員で独身で扶養

者を有する者が、被扶養者の就職や年金受給開始などの理由から扶

養者から外れた場合、その元被扶養者と同居する場合に限って住宅

手当は、『単身独立生計者』ではなく、『扶養家族を有しない既婚

者』扱いとする」との内容の運用ルールが存在すると記載されてい

た。 

４ 本件支給区分の変更に至る経緯 

⑴ Ａ２の配偶者の死亡と住宅手当の変更手続の照会 

 １７年５月１３日、Ａ２の配偶者が死亡した。Ａ２は、同人の配偶者

が死亡する以前は、配偶者に収入があったため配偶者を扶養家族として

おらず、支給区分は「既婚者」が適用され、月額５万６７００円の支給

を受けていた。なお、Ａ２は、長女が生まれた昭和４８年から長女が就

職した８年までの間、長女を扶養していた。 

 Ａ２は、配偶者の死亡に伴う手続として、１７年６月２日、会社の人

事担当部門の担当者からの指示を受け、人事記録及び「扶養控除等（異

動）申告書」を会社に提出した。Ａ２は、その際に、住宅手当の変更手
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続（以下「変更手続」という。）について指示がなかったので、人事部

労務ポリシーディビジョンアナリストＢ１１に変更手続について照会し

たところ、Ｂ１１は、変更手続の照会先として、賃金・福祉課のＢ１の

連絡先をＡ２に伝えた。Ａ２は、Ｂ１に電話で変更手続の方法を照会し

た。 

⑵ Ａ２の住宅手当の取扱いに関する通知 

Ａ２の配偶者の死亡により、Ａ２は、原則的には、支給区分上、「扶

養家族を有しない者」のうちの「既婚者」から「単身独立生計者」とな

るところである。支給区分における「扶養家族を有する者」についての

ルールである運用ルールは、Ａ２のケース（「扶養家族を有しない者」

のうち「既婚者」に該当していた従業員について、配偶者が死亡した場

合）を想定したものではなかった。しかし、会社は、Ａ２に配慮して、

運用ルールの趣旨に鑑み、Ａ２のケースにもこれを適用することとし、

「扶養家族を有しない者」のうちの「既婚者」に該当していた者が配偶

者を亡くした場合で、元被扶養者と同居し生計を共にする場合も、「既

婚者」の住宅手当を支給することとした（以下、Ａ２に対するこの住宅

手当の取扱いを「運用ルールの取扱い」という。）。 

 １７年６月９日、会社の住宅手当の担当者であるＢ１はＡ２に対し、

変更手続について記載された電子メールを送信した。同電子メールには、

「配偶者死亡のため“独身”となり、住宅手当は『単身独立生計者』に

該当することになりますが、過去に扶養していた者が同居し生計を共に

する場合に限り『既婚者』と同等の手当を支給します。」と記載され、

提出書類は「同居の事実を証明するもの（住民票）」及び「過去に扶養

していたことを証明するもの（源泉徴収票など）」であることが記載さ

れていた。 

⑶ １７年６月のＡ２の変更手続をめぐるやり取り 
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ア Ａ２は、１７年６月１０日、上記⑵の電子メールに関し、Ｂ１に

電話で、長女は９年前に就職しており、扶養家族であった頃の源泉

徴収票の提出は困難である旨を伝え、その際、Ｂ１から長女の結婚

の有無について尋ねられたので、結婚していると回答した。Ｂ１は、

それだと条件が違ってくるので、もう一度確認する旨回答し、一旦

電話を切った後、しばらくして、確認した結果、間違いないので住

民票と源泉徴収票を提出するようＡ２に伝えた。これに対し、Ａ２

は改めて、長女を扶養していた当時の源泉徴収票は持っていないの

で会社の人事記録で確認することを求めた。Ｂ１は、１３年９月に

導入された人事給与システムにそれ以前の情報が登録されていない

ことから、人事にそのような書類はない旨Ａ２に回答した。 

イ Ａ２は、上記アのＢ１の回答に関し、Ｂ１１に、人事部で従業員

の人事記録を持っていないと聞いたが本当かと確認したところ、Ｂ

１１は、持っていないわけではなく、外部倉庫に預けてある旨回答

した。このため、Ａ２は、Ｂ１１に、１０年以上前の源泉徴収票は

持っていないので会社の人事記録で確認することを求めた。Ｂ１１

は、Ａ２が源泉徴収票を持っていないことに理解を示した上で、検

討する旨Ａ２に回答した。 

 その後、Ｂ１１は、倉庫に人事記録を探しに行くのも現実的では

ないので、過去に扶養家族を有していたことの確認書の提出をもっ

て証明とする旨をＡ２に回答した。 

ウ Ａ３組合は、１７年６月２７日開催の本部団交において、Ａ２の

変更手続に関し、過去に扶養していたことを証明する書類として源

泉徴収票を提出するのは困難であるとして、取扱いをどのようにす

るかを議題として取り上げた。 

⑷ １７年９月２日開催の本部団交 
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 １７年９月２日に本部団交が開催され、Ａ３組合から申入れのあった

議題の一つとして、Ａ２の支給区分の変更についての話合いが行われた。

Ａ３組合は、中央執行委員長Ａ７名で会社代表Ｂ１２宛て「確認書」と

題する書面を提出した。同書面には、「今回組合員Ａ２の妻死亡による

住宅手当の取扱いについて、賃金・福祉課担当者より本年６月９日付Ｅ

メールで通知された『過去に扶養していた者と同居し生計を共にする場

合は、『単身独立生計者』ではなく、『既婚者』の取扱いとする』こと

を暫定的に確認する。」と記載されていた。また、Ａ３組合は、支給区

分の変更に必要な書類として、住民票と過去に扶養していたことを証明

する旨を記載した書面を提出するようにＡ２に連絡して必要書類を用意

させることを表明し、会社もこれを了承した。 

⑸ Ａ２の住民票等の提出と会社の対応 

 Ａ２は、１７年９月６日、住民票と、過去に長女を扶養していたとの

内容を記載した「確認書」と題する書面を会社に提出した。 

 Ａ２から提出された長女の住民票によると、長女の世帯主は長女の夫

であり、Ａ２と長女が別世帯であったことから、会社がＡ２に世帯状況

を確認したところ、Ａ２は、長女とは別世帯であると回答した。これに

対し、会社は、Ａ２と長女が別世帯であることを確認したため、Ａ２と

長女のケースは「生計を共にする場合」には該当せず、支給区分は「既

婚者」ではなく「単身独立生計者」として取り扱わざるを得ない旨をＡ

２に伝えたところ、Ａ２は不満を示した。 

⑹ １７年１０月２０日開催の本部団交 

 １７年１０月２０日に本部団交が開催され、会社は、「住宅手当の運

用ルールについて」と題する書面を提示した。同書面には、住宅手当の

支給における「現行の運用ルール」が「ランク１（有扶養家族）の住宅

手当を受けている従業員が、被扶養者が就職や年金受給などの理由から
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扶養者から外れた場合、その元被扶養者と同居する場合に限って住宅手

当は、ランク３（単身独立生計者）ではなく、ランク２（既婚者）の住

宅手当を支給する。」ことのほか、「運用ルールの追加」として、「但

し、同居の被扶養家族が結婚などにより生計を別にしている（当該従業

員と別世帯）場合は、ランク２の適用は行わない。」と記載されていた。 

 会社は、Ａ３組合に対し、Ａ２から提出された住民票でＡ２と長女が

別世帯であることが確認されたため、Ａ２の支給区分は「単身独立生計

者」となる旨述べ、その理由について、同居の家族が結婚などにより当

該従業員と別世帯となり、生計を別にしている場合は、住宅手当支給の

本来の趣旨にそぐわないため、ランク２を適用することはできないから

である旨説明した。 

 この説明に対し、Ａ３組合は、Ａ２がＢ１に長女が結婚していること

を伝えた上で、書類を提出するよう言われていることや、会社が「運用

ルールの追加」として説明した住宅手当の取扱いについては団体交渉の

前日に人事部内で確認をしたとしていることなどから、あえて嫌がらせ

的にわざわざつけ加えている、組合からみると改悪変更になる旨主張し、

話合いは合意には至らなかった。 

⑺ １７年１１月１１日開催の本部団交 

 １７年１１月１１日に本部団交が開催され、会社は、支給区分を決定

する際の考え方について「住宅手当支給額決定フロー」と題する資料を

提示し、Ａ２の場合は、長女と同居はしているが、長女は結婚して別世

帯であるので、Ａ２の支給区分は「単身独立生計者」として取り扱わざ

るを得ない旨説明した。 

 その説明に対し、Ａ３組合は、①会社では以前、男性従業員の場合は

結婚すれば無条件に最高額となる支給区分を適用し、女性従業員の場合

には夫より収入が多いことが証明された場合に限り最高額となる支給区



 - 16 - 

分を適用する運用がされていたが、Ａ３組合から男女差別であるとして

指摘を受けたことなどから、昭和５３年に男女ともに結婚すれば最高額

の支給区分を適用することに変更した経緯があったこと、②当時の交渉

経過の中での考え方は、扶養の有無にかかわらず、結婚して住宅に関す

る一定の責任を持っている者に最高額の支給区分を適用するとしていた

ことを述べるとともに、③今回、会社の示した運用ルールについての考

え方は、扶養の有無によって運用ルールを変更したものであり、受け入

れられない旨主張した。このため、Ａ３組合と会社は、引き続き協議を

行うこととなった。 

⑻ １７年１１月２１日開催の本部団交 

 １７年１１月２１日に本部団交が開催され、会社は、①Ａ２は長女夫

婦と同居はしているが、長女夫婦に対して生計責任があるとみなすこと

はできないので、Ａ２の支給区分を「単身独立生計者」にすると判断し

たこと、②１８年１月以降、Ａ２の住宅手当は、現行の「既婚者」の月

額５万６７００円から「単身独立生計者」の月額３万７２００円に変更

すること、③配偶者の死亡後も「既婚者」として取り扱っていたために

多く支給していた住宅手当の差額分については、これまでの話合いの経

緯を踏まえ、配偶者の死亡時に遡及しての調整は行わないことを説明し

た。 

 その説明に対し、Ａ３組合は、住宅手当は労働条件の一つであり、労

使で協議し確認する中で現在に至っており、団体交渉の前日に会社が一

方的に確認したとして、後付けで運用ルールを追加して勝手に決められ

るものではない旨主張した。このため、話合いは合意には至らず、Ａ３

組合と会社は、継続して協議を行うこととなった。 

⑼ １７年１２月９日開催の本部団交 

 １７年１２月９日に本部団交が開催され、会社は、１８年１月１日以
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降、Ａ２の住宅手当は「単身独立生計者」の支給区分を適用する旨説明

したが、Ａ３組合は、Ａ２の支給区分の変更は改悪であるとしてこれを

了解しなかった。 

⑽ １７年１２月２２日開催の本部団交 

 １７年１２月２２日に本部団交が開催され、会社は、Ａ２の支給区分

が「単身独立生計者」となることの考え方については十分に話をしたが、

これ以上議論をしても非常に難しいと判断したので、１８年１月からＡ

２の住宅手当は「単身独立生計者」の支給区分を適用する旨説明したと

ころ、Ａ３組合は、了解できない旨回答した。 

⑾ 本件支給区分の変更 

 会社は、Ａ２に対し、１８年１月５日付け文書で、支給区分が「既婚

者」から「単身独立生計者」に変更となったので、住宅手当の支給額を

同年１月分給与から現行の月額５万６７００円から月額３万７２００円

に変更することを通知した。 

５ 本件支給区分の変更後の事情 

⑴ １８年１月２０日開催の本部団交 

 １８年１月２０日に本部団交が開催され、Ａ３組合は、Ａ２の支給区

分を「単身独立生計者」に変更することについては了解できないとして、

会社に対し、同月５日付け文書を撤回し、協議を続けることを求めた。

これに対し、会社は、これまでに十分説明をし、社員間の公平という問

題もあり、いつまでもこのままにすることはできないので、本件支給区

分の変更を撤回する考えはない旨回答した。 

⑵ Ａ２の父親の死亡に伴う支給区分の変更申請の手続 

 Ａ２は、１８年１月２３日、同人の父親が１７年１１月２３日に死亡

したので母親を扶養家族として追加するとの内容の「扶養控除等（異

動）申告書」を会社に提出したが、住宅手当の変更申請（以下「変更申
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請」という。）の手続は行わなかった。 

 会社の人事部給与課の担当者は、１８年１２月１４日、Ａ２に対し、

「扶養控除等（異動）申告書」で届け出られている扶養家族の状況と支

給区分が一致していないので、変更申請の手続を行うよう電子メールで

連絡を行った。Ａ２は、同電子メールを見落としており、１９年１月に

なってから同電子メールを確認した。 

⑶ 住宅手当の支給額の一部改定 

 会社は、１８年４月１日、住宅手当の支給額の一部を改定し、「扶養

家族を有する者」に支給する住宅手当の支給額を月額６万７７００円か

ら月額６万８９００円に、「単身独立生計者」に支給する住宅手当の支

給額を月額３万７２００円から月額３万７９００円にそれぞれ変更した。 

⑷ 本件救済申立て 

 組合は、１８年１２月２７日、Ａ２の支給区分を同年１月に遡って

「既婚者」に戻し、「単身独立生計者」として減額した金額との差額を

支払うこと（年５分加算）などを請求する救済の内容とする本件救済申

立てを行った。 

⑸ １９年１月２２日開催の本部団交 

 １９年１月２２日に本部団交が開催され、Ａ３組合は、上記⑵の１８

年１２月１４日の電子メールの内容が、上記４⑻の１７年１１月２１日

開催の本部団交において会社が説明したところの、Ａ２の支給区分を

「既婚者」から「単身独立生計者」に変更する、住宅手当の差額分につ

いては、これまでの話合いの経緯を踏まえ、配偶者の死亡時に遡及して

の調整は行わないとの内容と異なるものであるとして、会社に対して事

実確認を求めた。 

 これに対し、会社は、１８年１月２３日にＡ２が提出した「扶養控除

等（異動）申告書」とＡ２の支給区分が一致しておらず、Ａ２が１７年
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１１月２３日から母親を扶養家族に追加しているのであれば、Ａ２の支

給区分は同日以降は「扶養家族を有する者」となる可能性があるため、

確認する旨回答した。 

⑹ １９年２月２８日開催の本部団交 

 １９年２月２８日に本部団交が開催され、会社は、Ａ３組合に対し、

①Ａ２が母親を１７年１１月２３日から扶養家族としたことに伴う変更

申請の手続を行わなかった事実を確認した上で、Ａ２からの「住宅手当

支給・変更申請書」の提出をもって、Ａ２の支給区分を同日から「扶養

家族を有する者」に変更すること、②それに伴い、Ａ２の住宅手当は、

１３年９月１日から１７年１１月２２日までの支給区分は「既婚者」で

月額５万６７００円、同月２３日以降の支給区分は母親を扶養家族とし

たことから「扶養家族を有する者」に変更となり、同日から１８年３月

３１日までは月額６万７７００円、同年４月１日以降は月額６万８９０

０円を支給することを説明した。また、上記⑸の１９年１月２２日開催

の本部団交において会社がＡ３組合から事実確認を求められていた、上

記⑵の１８年１２月１４日の電子メールの内容が、以前の本部団交にお

いて会社が説明し、Ａ２の住宅手当の支給において実際に行っている取

扱いと異なっていたことについては、会社内での確認作業が十分でなか

ったという単純ミスであった旨説明した。 

 Ａ３組合は、会社の行ったこれらの説明に対し、いずれの説明につい

ても了解した旨回答した。 

⑺ Ａ２の支給区分の再変更 

 Ａ２は、１９年３月１３日、「住宅手当支給・変更申請書」を会社の

人事部給与課に提出した。 

 会社は、同月２３日、Ａ２に対し、同月分給与から支給区分を「扶養

家族を有する者」に変更し、月額６万８９００円の支給を開始するとと
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もに、Ａ２が母親を扶養家族とした１７年１１月２３日に遡及して、Ａ

２に支給されるべきであった住宅手当の額と実際に支給されていた手当

額との差額４４万６２５０円を支給した。 

⑻ １９年４月２７日開催の本部団交 

 １９年４月２７日に本部団交が開催され、Ａ３組合は、Ａ２としては

会社が支給した金額を仮に受領する旨表明した。 

⑼ 請求する救済内容の変更 

 組合は、１９年５月２９日、請求する救済内容を、Ａ２の支給区分を

配偶者の死亡を理由に変更してはならないことなどに変更した。 

 

第４ 当委員会の判断 

１ 本件支給区分の変更の不利益性について 

 会社は、１８年１月５日付けで、Ａ２の支給区分を「既婚者」から「単

身独立生計者」に変更し、これによりＡ２の住宅手当の支給額は同年１月

分給与から月額５万６７００円から月額３万７２００円に減額された（本

件支給区分の変更、前記第３の４⑾）。本件支給区分の変更は、住宅手当

の支給月額が減額された点において経済的待遇上の不利益取扱いに当たる。 

２ 不当労働行為意思について 

⑴ 組合は、本件支給区分の変更は、Ａ３組合を嫌悪して行われた差別的

取扱いであると主張する。これに対し、会社は、本件支給区分の変更は、

Ａ２の配偶者が死亡したことに伴い、Ａ２の支給区分が「既婚者」から

「単身独立生計者」に変更となったことから行ったもので、合理性があ

り、Ａ２が組合の組合員であることや同人の組合活動を理由としたもの

ではないと主張する。 

 そこで、以下、本件支給区分の変更の合理性について検討し、その結

果を踏まえ不当労働行為意思について検討する。 
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⑵ まず、本件支給区分の変更の合理性について検討する。 

ア Ａ２は、１７年５月時点で、同人の配偶者に収入があったため配偶

者を扶養家族としておらず、支給区分の「扶養家族を有しない者」の

うちの「既婚者」が適用されていたところ、同年５月１３日に同人の

配偶者が死亡した（前記第３の４⑴）。そうすると、Ａ２は、原則と

して、配偶者の死亡により支給区分上の「既婚者」から「単身独立生

計者」となるところである。 

イ 会社には、支給区分上の「扶養家族を有する者」について適用す

る特例措置を定めた運用ルールが存在する。運用ルールとは、会社

が、支給区分の運用として、独身の非管理職従業員で扶養者を有す

る者について、その被扶養者が就職や年金受給開始などの理由によ

り扶養から外れた場合、当該従業員が元被扶養者と同居する場合に

限って、住宅手当は「単身独立生計者」ではなく「扶養家族を有し

ない既婚者」扱いとする、というものである。 

 運用ルールは、「扶養家族を有する者」に該当していた独身の従

業員が、就職等の理由で扶養家族から外れた元被扶養者と同居し生

計を共にしている場合であれば、当該従業員の生活実態がそれほど

大きく変わらないとみることができることから、配偶者がいなくて

も特例として「既婚者」として扱うことにより、住宅手当の減額幅

が小さくなるように配慮する趣旨に出たものであった。（前記第３

の３⑵） 

このような運用ルールは、支給区分の規定を従業員に有利となるよ

う運用するものであり、合理的なものといえる。 

ウ 運用ルールの内容は上記イのとおりであり、Ａ２のような、「扶養

家族を有しない者」に該当していた者が配偶者を亡くして、元被扶養

者と同居しているケースを想定したものではなかった。しかし、会社
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は、Ａ２に配慮し、運用ルールの趣旨に鑑み、Ａ２のケースにもこれ

を適用してよいと判断し、「元被扶養者と同居し生計を共にする」と

いう要件で、「既婚者」から「単身独立生計者」に変更しないで「既

婚者」の区分のまま住宅手当の支給を認めることとした（運用ルール

の取扱い）。そして、１７年６月９日、会社はＡ２に対し、電子メー

ルにより、「配偶者死亡のため“独身”となり、住宅手当は『単身独

立生計者』に該当することになりますが、過去に扶養していた者が同

居し生計を共にする場合に限り『既婚者』と同等の手当を支給しま

す」と伝え、必要書類として住民票等を提出するよう依頼した。（前

記第３の４⑵） 

このような運用ルールの取扱いは、運用ルールの趣旨を従業員に有

利となるように更に推し進めるものであり、合理的なものといえる。 

そして、組合も、同年９月２日開催の本部団交において「確認書」

と題する書面を提出し、支給区分の変更に必用な書類として住民票等

を提出する旨表明するなど（同４⑷）、運用ルールをＡ２のケースに

適用すること（運用ルールの取扱い）について了解していたものであ

る。 

エ １７年９月６日にＡ２が会社に提出した住民票により、Ａ２の長女

はＡ２と同居しているが、結婚していてＡ２とは世帯が別になってい

ることが判明した。そのため、会社は、Ａ２が長女夫婦とは世帯を異

にしている以上、生計が異なり、Ａ２は「生計を共にする」という要

件を満たしていないことから、原則に立ち返って「単身独立生計者」

に当たると判断した。（前記第３の４⑸） 

運用ルールの取扱いを多くの従業員に統一的に適用する以上、会社

が「生計を共にする」という要件を、住民票により判定できる「世

帯」を基準として判断することは社会通念に合致しており、会社の上
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記判断は不合理なものとはいえない。 

オ 以上のとおり、本件支給区分の変更は、Ａ２が配偶者の死亡によ

り、支給区分上の「既婚者」から「単身独立生計者」になったとこ

ろ、同人は運用ルールの取扱いによる「単身独立生計者」が「既婚

者」として扱われる例外的な場合に該当しないことから、原則に立

ち返って支給区分どおりに行われたものであり、合理性がある。 

⑶ 上記⑵の検討を踏まえ、不当労働行為意思について検討する。 

Ａ３組合と会社との間の従前の労使関係についてみると、結成直後か

らチェック・オフをめぐる争いがあり、その後も、争議行為時における

組合員の懲戒解雇等の多くの争いや、Ａ２の配置転換及び懲戒処分をめ

ぐる争いもあり、本件再審査結審時においても、Ａ３組合又はその下部

組織が当事者となっている再審査申立事件は本件を含め１５件が当委員

会に係属中である（前記第３の２）。 

しかし、Ａ３組合と会社との間の従前の労使関係を考慮しても、上記

⑵のとおり、本件支給区分の変更には合理性があるから、Ａ２が組合及

びＡ３組合の組合員であることを理由とするものということはできない。 

⑷ 組合は、本件支給区分の変更は不合理であり、不当労働行為意思に基

づくものであるとして種々の主張をするので、以下、検討する。 

ア 組合は、「かつて扶養した子女と同居する場合で、その子女が結婚

しているケース」という前例のないケースが生じたのであるから、そ

の取扱いについて会社は組合と協議をして合意を得るのが当然である

とし、その前提に立って、組合の合意を得ていない以上、運用ルール

は存在しないと主張する。 

しかし、これが存在することは証拠上明らかである。運用ルール及

び運用ルールの取扱いは、支給区分を厳格に適用することを原則とし

つつも、例外的に、住宅手当の減額幅が小さくなるように従業員に有
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利となる取扱いを認めるものであるから、会社がこのような取扱いを

することについて必ずしも組合の合意を得る必要はない。したがって、

組合の上記主張は、その前提において失当である。 

イ 組合は、「生計を共にする」との要件は、会社が後にＡ２から提

出された住民票を見てから言い出したものであり、もともとは要件

ではなかったと主張し、その根拠として、同要件は労働協約や人事

関係規定集に規定がないことを挙げる。 

しかし、運用ルールは人事部の内規であり、人事関係規定集に明

文化されたものではない（前記第３の３⑵ア）。また、会社は、Ａ

２のケースを契機に、運用ルールの趣旨に鑑み、Ａ２のケースにも

これを適用することとし、上記⑵ウのとおり、１７年６月９日にＡ

２に対し、「元被扶養者と同居し生計を共にする」という要件によ

り運用ルールの取扱いをする旨を伝えている。組合の上記主張は、

前提となる事実関係を誤るものであり、採用することができない。 

ウ 組合は、再審査において、仮に運用ルールがあるとしても、Ａ２

は長女夫婦と２人の孫の５人家族で一つ屋根の下で暮らしており、

Ａ２が長女夫婦と住民票を異にしていても同居し生計を共にしてい

るから、その要件を充足していると主張し、甲３３（Ａ２の陳述

書）にはこれに沿う陳述記載部分がある。 

 しかし、前述したとおり、運用ルールの取扱いを多くの従業員に

統一的に適用する以上、会社が「生計を共にする」という要件を、

住民票により判定できる「世帯」を基準として判断することは社会

通念に合致しており、不合理なものではない。そして、この基準に

よれば、Ａ２は長女夫婦と住民票が別になっていて世帯を異にして

いる以上、「生計を共にする」との要件を満たしていない。したが

って、組合の上記主張は採用することができない。 
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エ 組合は、Ａ２が同人の父親の死亡に伴い母親を扶養家族とする旨

の申告をしたところ、会社がＡ２の支給区分を「扶養家族を有する

者」に変更したことを指摘し、このことからみても、支給区分の決

定において、同一世帯であることや「生計を共にする」ことは絶対

要件ではなく、会社が恣意的に運用していたと主張する。 

 しかし、人事関係規定集上、「扶養家族を有する者」にいう扶養

家族とは所得税法上の扶養家族をいうと規定されている（前記第３

の３⑴）のに対し、Ａ２の長女の場合は「扶養家族を有しない者」

の支給区分の問題であるから、母親の場合とは必要とされる提出書

類が異なるのは当然である。したがって、会社がＡ２の支給区分を

恣意的に運用していたということはできない。 

オ 組合はその他にも種々の主張をするが、いずれも採用の限りでない。 

⑸ 以上のとおり、本件支給区分の変更は、Ａ２が配偶者の死亡により、

支給区分上の「既婚者」から「単身独立生計者」となったところ、同人

は運用ルールの取扱いにおいて「単身独立生計者」が「既婚者」に該当

する例外的な場合に該当しないことから、原則に立ち返って支給区分ど

おりに行われたもので、合理性があり、Ａ２が組合の組合員であること

を理由とするものではない。 

３ 結論 

以上によれば、本件支給区分の変更は労組法第７条第１号の不当労働行

為に該当しないから、本件再審査申立てには理由がない。 

 

よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労働委

員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。 

 

   令和４年６月１日 
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中 央 労 働 委 員 会 

第三部会 長  畠山  稔 


